
3 .. 管理組合運営iま重要x 総会乙理事会の役割
、理事長はよ少じの押しとは：ランス感覚～：

4ｷ 資産価値より居住価値を

5 問題解決のために管理会社をうまく利用する
文は専門家を活用する（マンション管理士、弁護士
遺築士、管理組合匝体など）
マンション管理には専門性が必要

自分のマジシヨンであることの自覚と貰佳を持つ
この自覚がなく なることがスラム化への一歩

2 問題のないマンションはない いかに問題を解決できるか
マンシ ョ ンは、 「めんど〈さいものー共用と専有に分かれているJ

「お金がかかるもの一大規模修繕ヱ事、長期修繕計画書などj

「人間関係が存在するものー緩約・規則改正は管環組合主体で行う」

ド総会で理著書に選ばれた。何をするのか。
理事長、富lj理事長、会計担当選毒妻、 三役以外にも

広報担当理事、企画・渉外理事、修繕担当理事、駐車駐輪担当など

2 監察の役割iま重要

適切な管理には霊撃のチェックが霊要（業務監査、会計監査）



4汚から3月去でが1年間の年度の場合

4月 決算書作成；予算案審議一来期の家集計画案検討次期役員＋封書
5月 総会議案審・回程・次期役員候補の決定議案審（霊要事項説明書書）の配布

6月 定期総会開催新18役員引継ぎ事業計画及ぴ懸案事項目産認

7月 定期翠事会開催（その後月1回ベース）役割分担決め管理会社との契約続~p

8月 事業計画進め方の倹討懸案事項の後討と進め方

9月 半綴決算の確忽

後任理事の役織が決定じた後に速やかに行うι 、
ア理事会の業務に関する事項 イ保管犠菜類に関する事項

ウ懸案事項 ヱその他理事会が必要と認めた事項

引継ぎ方法 新！日理事及び監事が一向に会し前号の内容について引継ぎを行う

ものとし、また、必要に応じて役職ごとに個別に号i緩ぎを行う。

引継ぎ書面の作成 引継ぎ内容については、 必要に応じて書萄等を作成し、

確実に引継ぎするものとする。

.. 事業計画進展確認！？

·-‘ 来期事業計画案の検討
1月～2月 懸案事項処理又！ま事業計画案として継続

次期役員への引継ぎ事項まとめ

3.Fj 予算案の指示を管理会社に行う

事業計画案を管理会社と調整 管理会社との更新を検討

：江戸川区内の他の：マシションiま、どんな理事会活動：じているのか，k
·，；二＞

大規模修繕工事前に何を実施しているのか
3 初めての大規模修繕工事の進め方はどのようにしているのか

4 専門家や管環会社の活用をどのようにしているのか

などなど、横の連携・情報交換を進めて、マンション活動に役立て ま
せんか。是非、 分科会で情報収集して下さい。

ご静聴ありがとうございました。



管理費〉修繕積立金

＠見直しを行っているマンシ ョ ンでは

管理費三五修繕積立金

修繕穣立金1と管理費を見直じでおく ；
@2 ，新築時の不良箇所が売主により補修されているか

確認しておく

G 3. 良好なマンシ ョ ンコミ ュニティーを作りための
手法を実践

4管理会社は販売時！こ設定されている。
ふ管理会社lま売りまの子会社である場合が多い。
＠ 余裕を持った（和j益の多い）管理支出が見込まれている。
e将来値引き交渉が行われるのは想定内。
＠販売時の売 りX句を増やすため、豪華警な （余分な？）管理が見込まれている場
合も多い。

＠ 閉じ管翠サービス内容でも、他社と競争すれば見直せば間違いなく安くなる。

＠ 管理内容を変えれば、より安 く なる。



ロl新築時の修繕積立金日C盟主交通省指針
唾新築時から：fa~事情の建物のメンテデンハN
年間1f.均等払い！こするのが望ま iムいとされているa

B 新築時の修繕積立金（実態）
①各想定購入者の年収から想定される支払可能な月額から、購入代金のローン返
済援と管理震を差し引いた金額で設定されている場合がある。

＠第1＠§の火線緩修繕エ事までの工事総合計額が、①の合計額で賄えきれない
場合、不足分を員長売時の f修繕積立基金j として設定される。

（~）第1図毘以降は積立金が大きく不足するため、長期修繕計画よで修繕積立金の
増額が設定されている。

ぶ札： 工事費停多種雰立金ぐ穣立金移塑う A必ず場
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そ 土工事ぺ（鵬鋪号、ジー山、し ・ 緋水ポンプ更新
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上記Al＝加えて
・金物類の変換（集合郵便受． 塗名札他）
・ 自動ドアの更新寄

． 受3対冒更新．給水シX'iA変更
－給水管更生
・照明器具更斬
・オー トロッヲシλテム更新
・ 自動1;1(災報知システム更新等

8,300内

約120万円
(138伺／rrll

13,8田円

約Z四万円
(230同／rrll

•;·;t;'"·i •'i:1~~和；峨方舟｛部活用J深夜!:fi;".j 戸•＇：·：·~.＼＂）：j,;； ~4.崎糊；’｛蛸荷；.，.｝，按冶戦国劇糊制約制？備隊主.，，
主飽Al二加えて
・念物鎮の交換（アルミサッシュ．玄関ドア、

・給水、給湯、 m水管更新金属手沼、件情フヱシス他｝
・ ヱレベ－7ー更新

． エントランλ改修 ・変電・幹線設備更新他
・縫輪場．駐車場改修
・舛構alt修

27,600円
約4田万円
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~ 100問

50円

0円
築密接接語暴蜜語

4年以内 5～9茸 10～14年 15～19年 20～25年 26～30年 31～35年 36年以上

。 不具合が耳護軍主なのか、許容していい事象かを判断する（磁波担保責任）
。 アフターサーピス基犠をよく読んでおく。

・ 不具合Iま発見したら速やかに売り主に伝える
e 間違いないのは2年以内に競査を行い、不異合箇所を是正してもらう。

" 10年を超えると急に交渉のハードルが高くなるため、そうなる前に売り主に不
具合肉容を伝える必要がある。
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※国主交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」より

・長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された長期修繕計画の84事例に基づく。

(1) i：去（民法、品篠i去、宅建業法など）によるもの

〈訟任意（アフターサービス基準、工事請負契約約款等）で決められたもの

e それぞれ責任総図や期間に違いがある。

＠一般的に施ヱ会社と鱗入者lま契約関係が存在していない。



ロ不呉合の原因

(j） 施工不良 ー納まり不良やできあがりの怒さ 、 ミス
＠ 設計不良ー収まりの悉くなる設計、設計の詰めの甘さ
＠売主葉伝 白 書審理な要求・エ期

コミュニティーの
十災害時の共助

、・大震災の際に実経済
e 高齢者対応

ーー人暮らし高齢者の見守り
＠防犯

・挨拶の多いマンション！ま窃盗犯は入りに〈 い

・ 建物修繕・維持管理への影響

－意思決定や住民意識の向上

• ' il語い ータマンシヨ：ンにおいては当で！ままら
．マンションlま綬湊性が第1優先の建築物のため、
をする。

・小規模の建物では設計者 ・施工業者が未熟である場合も多い。

。交渉

・第三者の専門家をパックに管理組合が前面に立つ必要がある0

・交渉相手は売り主であり、施工会社ではない。

コミ；ユヱティーの作ッJ耳 、，，，＇ にご叩
e；緩晃知りの知り合いを緩やす h ！ゆその為の基本！ま挨拶
e居住者同士が接する機会を増やす→お子様参加の行事が参加
。 理事会は「生活向上J を重視 今理事会メ：JI\ーは男女混合

会社組織的考え方は持ち込まない

＠ 自治会を有効活用する 今区や近隣の情報が得られる

などなど、績の透携・情報交換を進めて、マンション活動に役立てませんか。是非、
分科会で情報収集して下さい。

ご静総ありがとうございました。


